
販売者の対象製品が特定

販売者のお客様相談室へお問い合わせ下さい
その結果、対象製品であることが特定

販売者が回収します
×ごみステーションへ
の排出はできません

×戸別収集での排出は
できません

×処理施設への直接搬
入はできません

×一般廃棄物収集運搬
許可業者への依頼は
できません

【戸別収集の場合】有害ごみ（水銀使用廃製品以外）として排出してください
・排出物を紙で包まず、中身が見えるよう袋に入れた上、再度、
袋に入れて（二重袋）、口を縛るなど封をしてください

（袋は４５リットルを超える透明または半透明の袋可）
・珪藻土マットは、当面の間、有害ごみ（水銀使用廃
製品以外）とし、本区分以外で出された場合、
「違反ごみ」となります

【直接搬入の場合】吉母管理場・クリーンセンター響
・排出物を紙で包まず、中身が見えるよう袋に入れた上、

再度、袋に入れて（二重袋）、口を縛るなど封をしてください

（袋は４５リットルを超える透明または半透明の袋可）

市からのお願い

●珪藻土を使用したバスマット、コースターなどの排出時における注意事項について

厚生労働省プレスリリースなどにおいて、石綿（アスベスト）が含まれている珪藻土を使用したバスマット、コース

ターなどの商品が流通していることが判明しています。市には、ごみとして排出することはできません。

販売者が回収しますので、フローに従った対応をお願いします。

YES 不明 NO

不明YES NO

●タイヤ（粗大ごみ）の収集・処理施設における直接搬入の受け付け終了について

令和４年４月１日以降の廃タイヤの処分につきましては、タイヤ販売店、カー用品店、自動車整備工場などにお問

い合わせください。

【収集及び処理施設への直接搬入ができないタイヤ】

●自動車 ●自動二輪車 ●原動機付自転車 ●自転車

●電動自転車 ●リヤカー ●一輪車（運搬用）

※上記に使用されるタイヤ部分のみが受け付けできない物となります。

ただし、自動車、自動二輪車、原動機付自転車については、従来通り本体も受け付けできません。

また、自転車、電動自転車、リヤカー、一輪車のタイヤは本体と一緒であれば受け付けできます。

※ホイールからタイヤが外せない場合、ホイール付きタイヤも受け付けできません。

※ホイール（リム）、タイヤチューブはこれまでどおり受け付けできます。

NO！
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珪藻土マット・コースターなどで販売者の回収

対象製品ではない、もしくは回収対象製品である

ことが特定されていない物を排出する際は、必ず

二重袋にして排出してください
二重袋

P16「有害ごみ」参照


